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復興への胎動と住民の生活

川平成雄

「慶良間列島経済実験」
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「八重山共和国」の成立と独自の通貨施策

貨幣経済の復活と賃金制度の発足

無償配給から有償配給へ

引き揚げ者17万人

密貿易と闇市場の活況
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沖縄戦の最中、沖縄戦終結後も、沖縄の人たちは、生きるために必死であった。

支えたのが、米軍政府の「水と食糧」であった。米軍政府にとって、米本国政府に

とっても、この負担は大きく、早急に沖縄の復興を図る必要があった。最初に取り

組んだのが、「慶良間列島経済実験」であった。この「実験」は、無償配給・無償

労働・無通貨の「時代」に終止符を打ち、沖縄が通貨を復活させた場合、沖縄が労

働力を復活させた場合、沖縄が有償配給となった場合、どう「対処」するかの「実

験」であった。

このような状況下で、八重山の石垣島では、独自な通貨システムを採用する。そ

れが８曰問の「曰本紙幣認印制」であった。わずか８曰問の短命な「八重山共和国」

の貨幣制度であったが、八重山の人みずからの思いと考えで設定したこの制度は、

貨幣史上、興味深い。

無償配給、無償労働が続く中で、住民の問から、そして沖縄諮詞会の間からも、

貨幣経済の復活、賃金制度の発足にたいする声が湧き起こってくる。米軍政府とし

ても、沖縄を維持する負担から早く脱却したかった。沖縄住民の声と米軍政府の施

策の合意の所産が貨幣経済の復活と賃金制度の発足であった。沖縄は1972年５月１５

曰の本土復帰までの27年間、米軍政府の統治下に置かれるが、この27年間に５回も

の通貨交換を実施する。２７年間に５回もの通貨交換をした例は、世界の貨幣史上、

類をみない。米国政府は、これまで極東政策における中心軸を中国においていたが、

内部革命による政情不安によって日本、その中でも沖縄に注目・転換する。そして

米本国内の国際政策および経済情勢の変動が、５回もの通貨交換をもたらしたので

あった。

およそ１年間におよんだ無償配給は、４６年６月５日から有償配給となる。加えて

曰本国内、台湾、海外からの引き揚げ者が沖縄に殺到する。引き揚げ者の実数は、

敗戦後の混乱期にあって、はっきりとはつかめないが、およそ17万人ともいわれて

いる。引き揚げ者たちにとって重要な問題は、食糧および住居の確保であった。住

居は米軍のテント米軍の廃物を利用してなんとかしのげたが、食糧の確保には難

渋を極めた。

沖縄の人たちは、生きるがために一日－曰が必死であった。とくに沖縄の女たち

は家族を守り、生活を支える要でもあり、柱でもあった。

キーワーＦ：慶良問列島経済実験、八重山共和国、貨幣経済と賃金制度、無償配給

から有償配給へ、引き揚げ者、密貿易と闇市場、沖縄の女たち
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｢霞良間列島経済実験」

TheKeramaRettoExperimentalEconｏｍｙ
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沖縄戦は、沖縄の人たちの生産の場、生活の場をことごとく破壊した。経済活動は完全に

停止し、金融機関も機能を失う。1945年４月ｌ曰、沖縄本島に上陸した米軍は、「ニミッツ」

布告を発令、曰本帝国政府のすべての行政権および司法権を停止する。そのうえで、米国海

軍々政府布告第４号「紙幣、両替、外国貿易及金銭取引」を発令(,)、占領軍によって発行さ

れたＢ型円軍票を米国軍占領下の沖縄における法定貨幣とし、日本国政府または曰本陸海軍

によって発行された軍票および軍事用円紙幣を不法貨幣とするとともに米軍兵士にたいし

てはＡ型軍票を準備した。

このＢ型円軍票とＡ型軍票を、沖縄で流通させることは可能であった。なぜなら、『アイ

スバーグ作戦』で、「通貨」については、つぎのように詳細な作戦を立てていたからである(2)。

（１）将校・下士官を問わず全ての兵員は、進攻目標地域において軍票以外で金銭取引

を行うことは禁じられている。

（２）陸軍、海軍それに海兵隊の各将兵は、最初の乗船時に米国通貨を下記の金額だけ

所持することを許可されている。

（a）レイテ島及びマリアナ諸島の部隊：１０ドル

（b）その他の部隊：１５ドル

（３）遅くとも上陸曰３日前に、部隊指揮官はその時点で下士官が所持する米国の紙幣

と硬貨を全て指揮官に提出するよう要求する。このようにして提出された紙幣と

硬貨については各兵員に領収書を発行する。

（４）部隊指揮官は上記のように下士官から提出された貨幣を、部隊の移動に伴って配

属され、艦艇に乗船中の海軍支払担当機関に預ける。

（５）海軍支払担当機関は、受領した米国通貨と交換に部隊指揮官へ軍票を渡す。

（６）軍票は、上陸前に上記の領収書と交換で兵員に手渡される。

（７）艦艇に乗船している部隊の上級司令官は、海軍支払担当機関と将校が所持してい

る米国通貨について調整する。

この『アイスバーグ作戦」の通貨計画にみられるように、米軍は、沖縄に上陸する前、兵

士たちがもっていたドルをＡ型軍票と交換させた。もし、戦争に負けて曰本軍にドルを没収

されてしまうとアメリカ経済に少なからぬ影響を与えることを懸念したからである(3)。Ｂ型

円軍票は、米軍によって発行したのではなく、通貨供給担当将校が、４５年４月15曰に米国本

国から持ち込んだものであったがいい、翌46年４月の第一次通貨交換まで貨幣としての機能を

果たさなかった。沖縄の住民の間にも流通した形跡はあまりみられない。住民にとって貨幣

はそれほど必要ではなかった。戦禍によって沖縄社会は壊滅しており、物資の生産・分配の

経済活動も絶え、金融機関も消滅しており、最低限必要な生活必需品は無償配給されていた

からである。このことに関して、『軍政活動報告」は、「1946年５月１日までは法的に沖縄の

人たちは軍票Ｂ円を持つことができなかった。これは住民と米軍人間のブラック・マーケッ

トを防ぐのに役立った。旧曰本円も住民間では通用していたが量は限られていた。貨幣の必

要`性はそれほどなかった。というのは最低限必要な生活必需品はその必要度に応じて配給さ

れていたからである｣(5)と記す。だが、奄美大島、久米島、伊平屋島、宮古島、石垣島など
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の離島は、経済の完全な破壊は免れたので、沖縄本島とは違って貨幣経済は中断されること

はなかった。

収容所における生活物資の無償配給、1945年10月31曰から開始された旧居住区への帰村後

も続く無償配給と物々交換に対し、住民の間から貨幣経済の復活を望む声が聞かれるように

なる。米軍政府も、沖縄諮詞会から要請を受け貨幣経済の復活に動き出す。だが、すでに、

米軍政府は、４５年６月から10月までの４か月間にわたって、沖縄の経済をどのように運営す

るかについての「慶良間列島経済実験（TheKeramaRettoExperimentalEconomy)」を

座間味島でおこなっており、Ｂ型円軍票の使用可能`性、賃金制、価格システム、労働力の分

類、配給、救済その他の経済問題に関する重要なデータを収集している(6)。

図１慶良間列島経済実験の「場」・座間味島
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慶良間列島経済実験にあたって米軍政府がとった基本方針は、

われわれは、経済的なユートピアを創り出すためとか、

つぎの点にあった(7)。

われわれは、経済的なユートピアを創り出すためとか、いかなる意味でも住民に飽

食させるために長期経済計画を樹立する余地はない。通貨経済への移行計画は、米本

国からの物資輸入を削減する要求を満たすための冷酷なものでなければならない。

経済計画は、輸入を抑え、生産を増大することを約束しうるものでなければならず、

もし、それが指令に示された要求を満たしうるものでなければ、拒否しなければなら

ない。もし、ある特定の計画が、輸入を抑え生産を増大せしめうるものであっても、

そこから得られる利益は、その計画を実行するために軍政要員の増大をもたらす不利

益と比較較量して検討さるべきである。
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たとえいくらかの増産が見込まれたとしても、もし軍政要員の増大を結果するので

あれば、軍政要員自体も食っていかなければならない以上、正当化できるものではな

い。

われわれは、住民の必要を最低限に押さえなければならず、彼らの欲求を人間とし

て生きるうえで最小限の範囲をこえさせるほど補給すべきではない。

この基本方針は、「可能なかぎり被占領地域の経済的自立をはかって、アメリカ本国の財

政的負担を最小限におさえるルハとする上陸直後の軍政の基本目的に沿うものであった。

では、慶良間列島経済実験は、どのような「実験」であったのか、このことをみることに

したい(9)。

1945年５月頃、米軍政府内部のいろいろな部門で、沖縄の経済をどのようにして復興させ

るかについての議論が、激しく展開されていた。このような中、統合参謀本部から慶良間列

島の座間味島で精巧に練られた経済実験をおこなうようにとの指示がきた。どうして座間味

島でなければならないかとの疑問も出たが、結局は、統合参謀本部の指令どおり座間味島で

おこなわれることになり、「実験」は、つぎの情報が得られるよう計画された。

ａ、現地住民はＢ型軍票を容易に受け入れるかどうか、その循環の速さ、（日本）帝

国円とは相互に交換されやすいか。

ｂ、アメリカ占領の前に存在した賃金・価格の水準。

ｃ・労働をいくつかの賃金のグループに分類すること、そして達成されるべき賃金・

給料を決定すること。

ｄ・食糧品と貿易品の価格を固定すること。

ｅ、帽子製造業、洗濯業、などを創設すること。

ｆ、農業・漁業活動を活性化させること。

ｇ・配給制度の体制。

この計画に沿うかたちで、貨幣経済の復活に向け、困難を最小にするための実験が二段階

を経て実行される。

第一段階：４５年６月１曰にはじまった最初の段階では、砂糖や塩のような重要な品目以外

のすべての食糧は無償配給を続ける。これは少なくとも食糧の配給は公平であるという意味

からである。沖縄本島で手に入る種類の品は販売に供される。販売店は、住民がこれまで培っ

てきた度量衡によって運営された。移入された商品の値段は、指導者との協議によって決定

された。賃金は無償配給で支払われたが、有業者には、年齢、‘性、職業に関係なく、１曰当

たり１円の追加があった。

第二段階：賃金の尺度は、占領前に存在していた水準に一致させた。賃金は低めに抑えら

れたが、階層間の格差は維持された。一般労働、熟練労働、専門労働という大まかに三つの

階層に応じて、賃金は１曰に80銭から1円30銭まで、給料は月に19円60銭から37円までの幅

があった。米の半分は無償で配給されたが、残りすべての品目は販売された。物資はとても

限られていたので、配給は継続しなければならなかった。９月の終わりまでには、売店の受

取額は賃金の支払総額を上回った。また、たくさんの稼ぎ手を抱えている家族の貯蓄を減ら

すために、生活必需品を買うには収入が足りない人々を世話するために、生計費を超過して

いる家族収入のうちの70パーセント（10月には50パーセントに引き下げられる）を税金とす

る計画が実行に移された。充分な食糧と生活必需品を買うことができない家族すべてに対し、
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福祉委員会に申請することが認められた。調査の後、救済額が提示され、税金から支払われ

る。救済を超過した手取り額に関しては、村議会によって地域のプロジェクトに充当される。

ここにおいて、賃金と価格に関するデータ、日本人の記録のつけ方、配給システム、そして

沖縄経済の運用と関係のある多くの`慣習に関して、貴重な経験が得られた。

この「慶良間列島経済実験」を踏まえて、米軍政府は貨幣経済の復活と賃金制度の発足へ

向けて動き出すことになる。

それを吟味する前に、石垣島でとられた、ユニークな通貨施策についてみることにする。

２「八重山共和国」の成立と独自の通貨施策

沖縄本島における貨幣経済復活の前にとられたのが慶良間列島経済実験であったが、八重

山でも、曰本貨幣史上、独自な通貨施策が試みられる。

伊江島一

図２石垣島の位置 粟国島
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八重山は、沖縄戦による政治的機能の消失はもちろんのこと、特に石垣島では“地獄の状

況”が生まれていた。住民の避難地からの帰村、引き揚げ者による人口の増加、移入途絶の

ため、極度の食糧不足に襲われる。石垣島の中心地で非農家が多かった登野城・大川・石垣・

新川の４か字および曰本軍によって５か月間も西表島に強制的に避難させられていたため耕

地が荒れ果て主食であった芋が収穫できなかった波照間島は、困窮を極めた。当時、わずか

ながらも一期米を保有していたのは、石垣島の大浜村各集落と川平集落、それに小浜島であっ

た。芋はお金で買うことはできたが、米は魚、衣類、農民の希望する品物との物々交換でな

ければ手に入れることができなかった。お金のある者、物をもっている者は、食糧を求める

ことはできたが、もっていない者は、ムイアッコン（芋を掘り出したあとの芽出し芋）やソ

テツに頼るしかなかった。夜の明けないうちに起き、芋を収穫した跡を探し回ってムイアッ
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コンをあさる者、ソテツの実を食べつくしてその幹を倒す者が、各島々でみられた。波照間

島では、1945年の９月から12月にかけて倒したソテツが一戸当たり平均で700本にのぼった

という。極度の食糧不足は、極度の栄養失調者を生んだ。ほおはそげ、ほお骨が突き出て額

はしわだらけ、首も手足も細長くなって老若のつかない者、髪の毛が抜け落ちて男女の区別

がつきかねる者が続出した(,｡)。

生きるためには、みずからの手で食糧を作る以外に道はなかった。収穫の早い芋の植え付

けに懸命になって努力した。マラリアで倒れた家族は、病人を残して畑に出かけた。病身で

ありながら，働き、病気を悪化させる者も少なくなかった。田畑はおよそ半年間も手を入れ

ることができずに荒れ放題で、復旧させることは容易ではなかった。しかも牛馬のほとんど

が軍用に供出していたので、頼れるのは鍬のみの「手と裸の労働」であった。財力のある者

で、人夫を雇いたくても、お金で雇い入れることは難しく、賃金の支払いは食糧であった(,,)。

食糧事情の悪化は、盗人の横行となってあらわれた。月夜または夜明けを利用して芋畑を

荒らす者、白昼に芋を盗む者、畑主に捕えられても盗むことは当然であると平気で言う者、

鎌をふりあげて畑主を脅す者、生きるがために必死であった。食糧ばかりでなく、衣類、牛

馬、農具などの盗難もあり、社会の混乱は曰に曰に増すばかりであった(,2)。

マラリア発病の避難地から各集落に帰った後も、死者は増え続けた。当時、夕刻の街を２．

３人で引いている荷車、リヤカーの大半が、毛布や薦でくるんだだけの死体を運んでいた。

石垣町の火葬場は、多くの死人のため、４５年６月25曰には使用不能となった。その後は構内

の露天で焼いたのであるが、１日に６，７死体から15死体しか処理できず、多い時には翌曰

にまわして処理することもあった。９月と10月の２か月間が最も多く、600の死体を取り扱っ

たという。大浜村、竹富村の各集落、与那国島も同様で、人間らしい葬式をした者は、ほん

の一握りであった(13)。

この窮地を脱し、住民の自治を確立する必要から、八重山の明曰を憂う青年たちの間に自

治会組織構想がもちあがった(１，１。このいきさつについて、自治組織づくりにかかわった元立

法院議員・元県議会議員であった宮良長義は、こう語る。「その頃は、学校、郵便局、測候

所、警察など行政機能が一切停止していて、それに曰本兵は引き揚げるまで、自活すること

になっていて、この現地満期兵（現満兵）が婦女子にいたずらをするし、婦女子は一人で道

も歩けないような状態でした。そういうものに対する不満も住民の中につよくあって、どう

しても政府をつくって、治安を守る必要があるというのが第一。それから何とかして住民が

曰に三度メシが食えるようにしよう」(,5)、との話し合いの中から郡民大会が開催され、４５年

12月15曰に「八重山共和国」が誕生したのであった。「八重山共和国」の誕生が可能だった

のは、米軍政府による統治範囲が沖縄本島および久米島を含む周辺離島に限られており、奄

美大島と宮古および八重山の先島は統轄圏外に置かれていたからである。なお、後者が統轄

下に置かれるのは、４６年１月19曰であった(16)。「八重山共和国」は、４５年12月23曰、「米国海

軍軍政府布告第一のＡ号」（45年11月26曰発令）を持参して石垣島に来島した南部琉球米海

軍政府軍政官によって米軍政府の管轄下に置かれ、１２月28日には「八重山支庁」として歩み

出すことになる。

わずか８曰間の短命に終わった「八重山共和国」であったが、住民の自治が創り出した組

織という点からみれば、曰本歴史上、ユニークな「共和国」であったといえる。ここでは、

｢八重山共和国」から「八重山支庁」へと引き継がれる中で展開された「曰本紙幣認印制」

－６－



復興への胎動と住民の生活（川平成雄）

という独自な通貨施策をみることにする。４５年12月29曰、八重山支庁は、布告第３号「米軍々

政府ノ指示二依り曰本通貨（1円以上）ハ来ルー月三十一曰迄二郵便貯金並二銀行預金二預

入レノ上紙幣二認印ヲ受クベシ、認印ナキ紙幣ハニ月一曰以降無効トス」を発令し(17)、通貨

の膨張（台湾や曰本などからの帰還者によって持ち込まれた通貨でさらに膨らむ）に歯止め

をかけ、物価の安定を図ろうとする。そして「曰本紙幣認印制」のもうひとつの重要な点は、

現金通貨にたいして課税することにあったことである。「紙幣認印押印は郵便局や銀行で取

扱われたが、その成果は思わしくなく予測されていた三百万のうち『百四二万八千七百五円』

が確認を受けただけだった｣(18)、という。翌46年１月29曰、布告第13号によって竹富村およ

び与那国村は、２月16日までの延長を認めた。そして１月31日には布告第15号で「郵便局銀

行ノ取扱事務極度二繁』忙」しているため、２月15曰まで延期し「認印セル紙幣ハ郡外卜錐モ

其ノ効力ヲ失フコトナシ」とした。さらに２月13曰、つぎの布告第18号『無認印曰本紙幣取

締規則』（全７条から成る）を発し、「日本紙幣認印制」の徹底化を図る。その主な条項を掲

げる。

第一条曰本紙幣裏面二「八重山郵便局印紙切手類及出納会計官吏之印」ノ認印（以

下単二認印卜称ス）ナキモノヲ授受又ハ所持スルコトヲ禁ス

第二条行使ノ目的ヲ以テ前条ノ印章ヲ偽造シタル者及該印章ヲ紙幣二押捺シタル者

ハ其ノ印章及紙幣ヲ没収ス（後略）

第三条二月一六曰以降郡外ヨリノ帰還者ハ入港ノ際収税官吏二其ノ所持セル紙幣ヲ

提示シ証明ヲ受ケ五曰以内二八重山銀行若シクハ八重山郵便局二預入認印ノ

上適用スヘシ

第四条支庁長又ハ其ノ代理官ハ認印ナキ紙幣ヲ発見シタル時ハ八重山銀行若シクハ

八重山郵便局二預入セシムルコトヲ得（後略）

この「曰本紙幣認印制」の採用に対し、初代八重山支庁長であった宮良長詳は、つぎのよ

うに評価する。「予算の編成には最も苦心した。問題は如何にして課税収入を求めるかにあ

った。終戦の年は避難と疎開、マラリアと飢えが全住民の一年の実績であり、前年の実績を

基本とする所得税法は空文に等しいまでに変り果てた経済事情であったからである。ここに

新構想に基く財政計画を建てなければ収入の方途は見出せなかった。これが即ち資産税であ

る全住民のポケットマニー、即ち全資産を課税の対象としたのである。由来人の`懐は計算し

にくいものであるが、紙幣認印制度、更に五月一曰の軍票切替えにより、各人の通貨の所有

高を明確に知ることができたのは全く千歳一遇のチャンスであった｣(19)と。

「曰本紙幣認印制」は、「実施当初から住民の批難と抵抗にあっていた｣(20)、という。だが、

ここで注目したいのは、米軍政府統治下で発せられた布告・布令に半ば反するかたちで実行

していることである。このことを評価したい。世界地図からみて「針の点」にすぎない石垣

島において、米軍政府の管轄下における“上意下達”の世界にあっても、みずからの自治組

織を運営するためにとった「日本紙幣認印制」は、おそらく、曰本の貨幣史上、類を見ない

通貨施策であったといえる(2,)。なお、この「曰本紙幣認印制」は、４６年４月15曰の第一次通

貨交換によるＢ型円軍票との交換によって姿を消した。
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３貨幣経済の復活と賃金制度の発足

1945年３月から翌46年５月１日までの間、いくつかの離島をのぞいて沖縄には貨幣経済が

存在しなかった。この異常な無通貨の期間、米軍政府の活動は住民の救済に多くを割いてい

たが、つぎのような要因も重なっていた(22)。

１．米軍によって建物、通信などのほとんどの施設が１００パーセント破壊されたこと。

２．住民が、収容所に押し込められていたこと。

３．政府、社会、経済的機関の組織的形態が崩壊したこと。

４．曰本または中国への発進基地へと沖縄を変えていくための陸軍と海軍の計画が不

安定であったこと。この不安定さは曰本の降伏後も続いた。さらには陸軍と海軍

が貧欲に土地を欲し・執着することによって住民の再定住が遅れたこと。

５．沖縄の将来の政治的・経済的地位が不安定であったこと。沖縄はアメリカの所有

になるのか、曰本に戻されるのか、それとも国連の信託統治領になるのか。

６．政府を再び組織化して経済の再生に取りかかる際、米軍政府に遅さがあったこと。

このような状況の中で、依然として続く無償配給と物々交換に対し、住民の問から貨幣経

済の復活を望む声が湧き上がってくる。住民の貨幣にたいする欲求を無視できなかった米軍

政府は、1946年３月25曰、米国海軍軍政府特別布告第７号「紙幣両替・外国貿易及金銭取引」

を発令し、貨幣経済の復活に動き出す。それによって①Ｂ型円軍票、②日本銀行発行の

新円③曰本銀行の検印を捺して効力を認めた５円およびそれ以上の曰本銀行発行旧紙幣、

④５円未満の曰本銀行発行旧紙幣および硬貨、の四種を法定貨幣とした。それと同時に、

「５円及其れ以上各種の凡ての曰本銀行紙幣」（おそらく③.④であるとおもわれる－筆者注)、

そして朝鮮銀行紙幣、台湾銀行紙幣もその額面に関係なく、上記四種の法定貨幣と「対等の

両替率」で交換することを命じた。

布告発令翌曰の３月26曰、沖縄諮詞会において経済小委員会が開催され、米軍政府と委員

の間で「通貨」をめぐるつぎのような興味深い質疑応答が取り交わされる(23)。

米軍政府：通貨は此前打合せた通り軍政府でも許可になった。四月六日布告を発し、

四月十五曰から全二十八曰迄で交換す。五円以上の券は曰本銀行、台湾

銀行、朝鮮銀行から出たものも交換す。交換は曰本の新紙幣と米軍の軍

票とを以て交換す。四月二十九曰以降は曰本新紙幣と米軍々票とのみ通

用す。軍票と曰本新紙幣と法的に通用す。曰本銀行党換券は之と同一価

値を有す。曰本銀行券を交換した後見換券は交換す。免換券にしても曰

本銀行のスタンプのないものは無効とす。五円以下の通貨は其のま＞に

使用出来る。曰本と同一に融通される。……交換した金は預金の形に置

いておく、インフレーを誘発しないために。交換の場合戸主は100円家

族は50円として次月も同様にす。

護得久委員：－家族の中経済主が異なる時があるが之は一家族と見るか又は別個の家

族と見るか。

米軍政府：経済の元に一人で見る時は－家族と見る。経済主が異なる時は別家族と

見る。

糸数委員：宮古、八重山の通貨は本島と同様なるや否や。
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米軍政府：琉球列島全部本島と同一に行はる。

この経済小委員会での米軍政府と諮訶会委員の問答は、極めて具体的なかたちで展開され

ており、貨幣経済の復活にたいする不安と期待が見られる。

交換は、実際には、住民が戦時中から所持していた旧日本銀行券および補助貨幣とＢ型円

軍票が１対１の比率で交換された(2ｨ)。沖縄の貨幣制度の出発は、Ｂ型円軍票と新曰本円の二

本建、という特異な制度をもつ。また米軍政府は、インフレーション対策として、沖縄諮訶

会で検討されたように、世帯主100円、家族１名に付き50円の交換とし、残りは封鎖預金と

して凍結された。貨幣経済の復活にともなって、沖縄中央銀行が設立され、主な業務は、公

共、民間を問わず各種事業に必要な運転資金を融資することにあった。

貨幣経済の復活は、賃金制度の発足へとつながる。賃金制度には、大別して、軍作業の時

給制、民間の曰給制、沖縄群島政府関係の月給制があった。表１は「軍作業の時給｣、表２

は「日給の等級｣、表３は「月給の等級」を示したものである。やや煩雑のきらいがあるが、

当時の沖縄でどのような職業があったのかを知るのに格好の素材を提供しているので提示す

ることにした。

軍作業には技術系と事務系があって、年齢差や男女差を考慮に入れない職種別の賃金を定

めたもので、年功加給が加味されている点が特徴的である。この作業の適用範囲は、①軍

関係の雇用機関、②軍の代行機関、③米国の軍人軍属及びその同伴者、④軍の請負業者

及び下請負業者などであった。軍作業関係で働く者は、全雇用労務者７万人の80パーセント

を占めており、この動きは沖縄経済に大きな影響力をもつものであった(25)。

日給制で特筆すべき点は、熟練労働者と不熟練労働者を明確に区分し、しかも熟練労働者

を４区分、熟練の度合いによって曰給に大きな開きがあることである。

月給制は、下は１等級の200円から、上は15等級の知事の1000円まであり、職種が細分化

されている。「戦後」はじめての５月分の給料は、６月１日に支払われることになっていた。

だが、問題が起こる。それは資金の問題であった。沖縄民政府も含めて各市町村には資金が

なく、調達するには沖縄中央銀行が米軍政府から資金を借りて融通するしか方法はなかった。

このへんの事情を、米軍政府は、1946年５月17曰の軍民連絡会議において、こう忠告する。

｢六月一曰に俸給を支払はなければならいが，町村には金がない。銀行からは借り得ないし、

故に中央政府で借りてやらなければならないだろう｣(26）と。事実、給料の支払いは、６月３

曰になるが、月給制実施以前の米軍政府と沖縄民政府経済小委員会でのやりとりが、「戦後」

沖縄の月給制のはじまりを示していて興味深い(27)。

米軍政府：俸給は如何なるか。

志喜屋知事：五月分は六月一日に支払ひ六月分からは翌月の－曰に支払ひたい゜

（中略）

米軍政府：六月一曰から販売制になるが、金銭がなくて困る人も居るから其為に六
（ママ）

月五曰までは無償配給|こする。五月三十一迄でに六月五曰までの分を配

給し終ること。現在の配給は何日分宛やって居るか。

護得久部長：五日、七日分宛やって居る。
（ママ）

米軍政府：六月五曰迄での分を五月末までに酉日給しおくこと。又吉部長から可然通

知し置くこと。物品は変るかも知れないが注意して置く。

第一次通貨交換による貨幣経済の復活は、賃金制度の発足を呼んだ。本来、労働とは喜び
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表１軍作業の時給（1946年５月１曰より施行）

第１種:特別の熟練訓練責任を要せざる非熟練労務者

第１普通労務者 ０６０円
普通人夫､農耕人､造林夫､家事使用人､女中洗濯婦､料

理人等（男女)､小使､下水人夫､従弟(実務訓練期間内

の者)､訓練を要せざる業務に従事する軍労務者
第２頭（班長） ０６５円

第２種:熟練労務者監督の地位に立つ者既得の熟練と経験に依る技能並に熟練を

要する労務者

第１半熟練

熟練

頭(班長）

第２半熟練

熟練

頭（班長）

第３半熟練

熟練

頭（班長）

第４半熟練

熟練

頭（班長）

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

０
ｏ
５
５
５
０
０
ｏ
５
５
５
ｏ

７
８
ｓ
８
９
０
０
１
１
１
２
３

０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１

瓦葺Ｌ､表具師､藁葺工､印刷工､ブリキエ､理髪師､塗装

工､道路修理夫､建具工､造園工､植木工

大工､左官､鉄工(下)､石工､製材工､自動車修理工(下)、

起重機と機関運転士､鍛冶Ｔ､裁縫Ｔ､鋸||立兀

鳶職､鋳物工､煉瓦積工､製缶Ｔ､タイル張工､配管工、

仲仕､トラック運転手

溶接工､ガス溶接と火造工､船大工､鉄工(上)､機械工、

F|動卓修理工（上)､電工

第３種:書記及びその他の職業

第１ 給仕､監視人

第２ 書記､監視人

第３ 消防手､看護婦､衛生巡視､書記､店主､簿記係

第４ 消防手､看護婦､衛生巡視､書記､店主､簿記係

第５ 消防手､看護婦､衛生巡視､書記､店主､簿記係

第６ 看護婦長､通訳､翻訳､主任書記､商店支配人

第７ 養成所教師､看護婦長､通訳､翻訳､羊仔書記､商店支配人

第８ 養成所教師､看護婦長､通訳､翻訳

第９ 養成所教師､通訳､翻訳

第１Ｏ 養成所職員､通訳､翻訳

第１ｌ 養成所教師､通訳､翻訳

第１２ 養成所所長､通訳､翻訳

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
ｏ
５
Ｏ
５
Ｏ
Ｏ
ｏ

ｅ
７
ｓ
ｇ
ｏ
１
２
４
５
７
０
３

０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
２
２

出所：『琉球史料第１集』政治編１，１８３～184頁、より作成。
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表２賃金制度発足時における曰給の等級（1946年５月１３曰付）

区分４

一
署
繩
潔の鶏ⅢⅢ臓糊刈刑

毒

区分Ｚ

鴬
監督（班長）５．２０円

区分１

/鰯蝋纈ﾊﾞｽｶﾞｲ偶建設工事作業人溝掘作業人農場労働者山林作業人小使
トウシン草むしろ編職人、軍部隊労働者…不熟練、新聞配達人、ライスクリーナー、家事手伝い・女中・
洗濯婦・料理人等・男女、茶の葉加工者

出所：米軍海軍軍政府経済内令第二号「沖縄に於ける商業及財政取引｣、より作成。
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表３賃金制度発足時における月給の等級（1946年５月１３曰付）髭
一

出所：米軍海軍軍政府経済内令第二号「沖縄に於ける商業及財政取引｣、より作成。
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復興への胎動と住民の生活（川平成雄）

であるが、賃金制度の発足によって住民の間に労働する喜びを生んだことは、「戦後」沖縄

の経済復興につながるものであった。

４無償配給から有償配給へ

米軍は、沖縄本島上陸後、住民の保護を主目的とした収容所を各地に設置する。住民には、

米軍から食糧・衣服・テントなど必要最小限の量が配給された。食糧として配給されたのが、

米軍の野戦用非常携帯食糧である防水加工された箱入りのＫレーション、缶製のＣレーショ

ンであった。入っていたのは、小缶入りの肉、卵、チーズ、バター、ジャム、クラッカー、

ビスケット、粉末のコーヒーやジュースなどであった。住民にとっては、はじめて口にする

食べ物であったが、飢餓線上を坊復していただけにむさぼるように食べた。レーションのほ

かに、米・小麦粉・大豆、乾燥卵、牛肉・豚肉・魚肉の缶詰、野菜の缶詰、アイスクリーム

の素など少量ではあったが、配給された(28)。

配給量の基準は、米軍政府によってつぎのように決められていた。「沖縄の食糧問題は戦

禍を受けて食糧に困っている他の世界各国を含む全体の食糧分配問題の一部であることであ

る。現在の食糧は上層部に於てこれを規定し他の太平洋各地域の標準と同様である。現在に

於ては－曰－人当り一、五三○カロリー、労働者には二、○○○乃至=、五○○カロリー、

児童及妊婦には特別の食糧が規定されているのである｣(29)。ところが，配給の割り当て量は、

一定ではなかった。那覇港に近い糸満収容所は有利で、那覇港から遠く離れている辺土名収

容所は不利であった。沖縄食糧株式会社初代社長・竹内和三郎は、命がけの食糧確保の状況

をつぎのように回想する。「当時は食糧の割り当てがなく、米軍が配給するという物資を先

取りしたものが、余計配給を受けるという仕組みでした。たとえば、那覇港にメリケン粉や

米などが入荷すると、早く自分たちのトラックに積み込んで持ち出す分がその地区の配給量

でしたから、那覇港に近い南部地区の倉庫は有利です｣(30)と。

４５年９月中旬から減配が実施されるようになった矢先、猛烈な台風「マクネ」が沖縄を襲

う。作りかけの農作物、兵舎、倉庫が吹き飛ばされ、港や船、飛行場も大きな被害を受けた。

米軍政府は、食糧の配給を停止するよう企画する。１０月17曰、諮訶委員会は、「食糧問題に

ついて」の緊急会議を開き、委員と米軍政府とのあいだで激しいやりとりが交わされる。委

員も必死であったが、米軍政府も必死であった(3D・

仲宗根委員：人民に早く元通り配給して貰いたい。何時から元通りの配給が出来るか、

返事を承り度い゜

米軍政府：当分の中、六ヶ敷しい゜何故なれば之は台風の被害のためである。米が

少ないから元通りの配給は当分の中困難である。米は配給す。港には米

が来てゐる。揚陸の問題である。米を注文した。人民を安心させて下さ

い。

仲宗根委員：木ノ葉や芋皮等を食べて米一粒もない者が居る。

米軍政府：護得久委員から知念方面の話を聞き少佐も辺土名方面まで調査に行った。

軍政府は米や其外の食糧を調査してゐる。島民の配給を一様にしたい。

仲宗根委員：食糧なく学童も欠席者多く、病人も衰弱して死亡者が多い。食糧探しの
（ママ）

ためjﾛ罪も多くなって来た。労働者も七割の欠勤との'情態である。
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志喜屋委員長：木ノ葉を食べて死んだ者も居る（大浦崎)－沖縄本島北部名護辺野古集落北

東部に位置する－筆者注。

仲宗根委員：何時頃から配給できるか。

米軍政府：何時とは約束は出来ないが、出来るだけ早く配給す。楚辺港に食糧は来

て居るが暴風のため渡船等が被害を受け揚陸に困難である。十曰程の後

になるだろう。木ノ葉を食して中毒死亡した者に対し詳細調査して置い

て下さい。

仲宗根委員：沖縄は冬になると天候も悪く海も荒れ勝で揚陸に困難であるから二、三

ヶ月分の食糧は保有して貰いたい。

このような状況の中で、１０月中旬、無償配給時代を象徴する「ショウランド事件」が起こ

る。「シヨウランド事件」とは、こうである(32)。収容地区の田井等市では食糧事'盾が極端に

悪化していた。配給が非常に少なく、住民はチパパ（つはぶき）の茎、溝に落ちている芋の

皮まで食べていた。食糧対策協議会は食糧係のショウランド中尉にきてもらい、区長、班長、

市会議員など60余人が参加して会議を開いた。ショウランド中尉に対し、他の収容地区より

田井等の食糧配給が悪いので何とかしてくれと陳情したところ、彼は急に立ち上がってピス

トルを机に叩きつけ、「お前たちはさっきからいろいろ言っているが、一体戦争はどこが負

けたか知っているか、お前たちは生きているのだから、それでよいではないか。ぐずぐず言

う必要があるか」と。この時、むっくと立ち上がった久場署長は、大きな声をはりあげて訴

える。「私は今の中尉の言葉を聞くことを甚だ遺憾に思う。私共は戦争に負けたことは身を

以て知りつくしていればこそ米軍に協力して、あらゆる危険や困難をおかしても山の中から

住民や兵隊をおろして来たり、軍労務にも出勤したりしているのである。此の田井等地区の

食糧事情が他地区よりはるかに悪く、これでは住民は生命をつないで行くことさえ難かしい

ので止むを得ず、言を尽してお願いし陳情しているのだ。なお聞くところによると国際法に

おいては戦後三年間は勝った方が負けた方を食わしていく義務があるとかいう話であるがそ

れはとにかくとして誠意を披瀝してお願いしても考えてやろうとの情ある一言もなく、生き

ているからよいではないかとおどかすとは、まことに残念な話である。そんなことなら私は、

今曰の会合はもはや陳情などする必要はないと思うから、これは直ちに皆で協議してこの田

井等市から山ごえで他地区に逃げ出すことにしたい。折角生きのこっていながら食糧攻めに

あうよりは、もっと食糧配給の多い他地区に皆で逃げて行く方がよっぽどよいではないか｣。

久場署長の勇気ある発言により、ショウランド中尉の態度もやわらぎ、「田井等地区の配給

が他地区より悪いというが、どれだけ悪いのかわからんではやりようがないから、具体的に

比較して示してくれ」と提案する。その後、食糧事'清の最も良い石川市の配給と田井等の配

給の実物を1週間分ずつ並べ、田井等住民の毎日食べているチパパの茎の煮たものをショウ

ランド中尉に食べてみてくれといったところ、流石に食べることができず自分達の態度を反

省し、充分努力するということになり、事件は解決した。

１０月23曰、米軍政府は、米軍が使用している地域を除く、旧居住区への住民の移動を命じ

る。そして11月６曰には、帰村した住民に対し、当分の間、これまでどおりの無償配給を続

けると公表する。「皆様は近日従来嘗てみた事のない各種食糧品の配給を享け、当分其の基

準配給量は保証されます。軍政府は皆様の百曰分と推定される壱万四千噸以上の食糧の配給

準備を十日以内に完了します。此の食糧品は米軍用糧秣の余りが幸ひ軍政府に振り向けられ
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たので皆様は斯様な食糧を最初に、しかも多量に得られる訳です。野菜や肉の缶詰調味料等

其の他の物であり従前皆様の食膳に上らなかったものばかりです。沖縄全島に実施する新配

給一曰の必要量は百五十噸と推定されますが該配給実施の暁は米、大豆の配給量は減少しま

す｣(33)。１１月23日、米軍政府は１万4000トンの食糧が陸揚げされたと発表する(34)。

ところが、４５年11月１曰、収容地区の辺土名市は辺土名軍政本部に対し、「食糧配給に関

する陳!清」をおこなっている。「陳情」にいたる背景には何があったのか。

米軍政府は、日本本土への侵攻準備のため、基地の建設を展開するが、その中心地となっ

たのが、沖縄本島南部であった。米軍政府は、強制的に、石川市以北へと住民を移動させる。

当時、沖縄本島には30万人の住民がいたというが、そのうち25万人が北部への移動を命じら

れたのである。北部は、４万人を支える「力」しかなかった地域であった(35)・米軍政府によ

る石川市以北の統轄区域には、宜野座・久志・田井等・辺土名があり、この辺土名からの

｢食糧配給に関する陳`盾」であったのである｡こう訴える(36)｡

我等二万八千の辺土名市民は下山以来、アメリカ軍政当局の絶大なる御同情御庇護

とによりまして、戦に疲れた胸の痛みを癒し、新沖縄建設に向って着々と歩を進める

ことの出来ましたことを衷心より感謝致します。（中略）

然るに、青天の霧震、寝耳に水の食糧減配並に停止が早きは九月中旬より、おそき

も十月の始めより実施され、しかも長期に亘Ｄたるため栄養不良者並に餓死者は曰々

に増加、乳幼児の死亡は激増し、食糧欠乏を訴えてなきさけぶ子供は曰々に数を増し、

芋皮を乞い求むる者が多くなり、野草のみにて生をつなぐ者アダンの実、福木の実、

桑の実、海草等をむさぼりあさる者あり、食糧事情の不安より不眠症を起す婦人が著

しく増え、あげくは発狂せる者さえあるという惨状を呈しているのであります。（中

略）

以上の窮状打開の道は、－に軍政当局の特別なる御努力により、定量配給の継続に

あると信ずるのであります。

何卒窮状御くみとりの上、飢えに泣く市民の面貌に光明をもたらしていたＶ＜よう

懇願致します。

辺土名市民の必死の懇願もむなしく、食糧事情はますます悪化するばかりであった。「配

給を頼りにしていた油断から蓄えとてなく、穫れる作物もまたなく、蘇鉄をとろうにも戦時

中に殆んど食い尽くして中々見当らず、物々交換は盛んになり、命を賭して持ち続けて来た

訪問着を手放して米二升を得る等、未曾有の飢餓線を坊僅するようになってしまった｣(37)、

のである。１か月も続いた飢餓状況であったが、４６年１月頃、食糧が再び放出されるように

なり、住民は蘇生の思いに胸をなでおろすのであった(38)。

４５年12月末になって米軍政府は、配給機構の見直しに取りかかり、配給食糧を点数制とす

る方針を打ち出し、「点数制配給カード」の実施に踏み切る。この「点数制配給カード」と

いうのは、赤１点は1400カロリーで米・麦粉類、緑１点は56カロリーで糖分類、黒１点は豆

腐・肉缶・卵粉・魚缶で396カロリーである(39)。そして１曰当たりのカロリーは、１歳から

４歳までは1100カロリー、労務者は2200カロリー、普通の人は1530カロリーと定められた(40)。

カロリーの算出方法は、４５年５月に米国陸軍省が発行した『技術教本・病院規定食』によっ

たという(4,)。

無償配給に終止符を打つべく、４６年４月24日、米軍政府は、『沖縄に関する軍政府経済政
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沖縄本島における米軍政府統轄区分

（1945年11月30曰時点）
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出所：『沖縄県史資料編ｌ４琉球列島の軍政1945-1950現代編２（和訳編)』５２頁、より作成。

策について」を発令し、有償配給へと動き出す。この中で「各村販売店は最初の１ヶ月間の

賃金支払の曰即ち六月最初の数日内にその商品の現金販売を開始する計画なり」「軍政府は

五月中に卸商より村販売店に交付せる全生産品に対し値段を支払うものとす｣(42)、と規定し

村販売店を有償配給の拠点とする。各村に平均５箇所の売店（全沖縄では226箇所）が設置

され、住民の配給カードをととのえ、米軍政府の定めたカロリー表にしたがって有償配給を

開始したい3)。最初の計画では、食糧の８割を米軍政府が補給し、残りの２割を島内生産品で

充当することになっていた。だが、過度の物資欠乏による供出制度の不徹底によって島内生

産品の充当は完全な失敗に終わり、いたずらに物々交換と闇取引を助長するのであった。と

くに46年８月からはじまった曰本および海外からの引き揚げ者が持ち込む曰本円の流入によっ

て通貨は膨張し、物価は上昇の一途をたどるのであった(小,)。この沖縄本島の状況とは違い、

宮古諸島と八重山諸島は異なった様相をみせる。宮古では、４６年４月５日市場価格の五分の

－を基準として指定価格を決定した。しかし、闇価格の圧倒的支配には勝てず、さらに台湾

との密貿易によって指定価格は同年９月25日に撤廃を余儀なくされたが、反面、統制廃止の

結果は生産意欲を刺激し、農村の開拓、新開墾による食糧農産物増産、漁場開拓によって水

産業に潤いをもたらしたのであった。八重山における自由価格制の導入は産業復興への熱意
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となって現れ、とくに造船、手工芸品などに力強い足どりをみせるようになる(45)。

５引き揚げ者17万人

1946年１月末から４月16曰にかけて、マリアナ諸島や旧曰本委任統治領から２万9809人の

民間人が海軍の艦船で沖縄に引き揚げてきた。沖縄に着くと一時的にインヌミ（キャンプ・

キャステロ・現沖縄市字高原）に収容され、そこから出身集落へ送られた。台湾からは数千

人が引き揚げたものの、曰本本土ではおよそ14万2000人の沖縄の人たちが引き揚げを待って

いた(46)。

1946年７月１日、曰本本土から沖縄への引き揚げがはじまる(４７)。どうして敗戦後の長い間、

沖縄への引き揚げがなされなかったのか。この背後には、海軍と陸軍との間の確執があった。

当時の米軍政府は海軍の統括下にあり、最高責任者はニミッツであった。マッカーサーは、

ニミッツに対し、曰本本土からの沖縄住民の引き揚げを要請する。そこで46年１月29曰、米

軍政府は、沖縄米国海軍軍政本部指令第109号「二万四千沖縄人復帰計画案」を発令し(｜8)、

受け入れ準備に着手している。それによると、「約二万四千の沖縄人が今、沖縄への輸送を

待っている。至急報によればこれらの人達は大部分は、週に大凡四千五百人の割合でLST型

の船に依って沖縄へ輸送されるだろう。これらの人々は僅かの衣類しか持っていず女、子供

が多く衛生状態はよくないと思われる」とし、「食糧その他の物資を配置し、職員を待機さ

せ、かつ沖縄人受入班を編成する｣(49)とした。だが、この「沖縄人復帰計画案」は、食糧お

よび住居の不足という経済的理由でニミッツによって拒否される。４６年７月１曰、米軍政府

が海軍から陸軍に移管されると（マッカーサーは陸軍)、引き揚げは急速に展開する。この

経緯について、アーノルドＧ、フィッシュ二世は、『琉球列島の軍政1945-1950』の中で、

つぎのように書く(50)。

マッカーサーは、他の琉球列島出身者よりも数の多い沖縄出身者（沖縄本島出身者一

筆者注）が重要な社会的、経済的負担になっているということから、可能な限り速や

かな引き揚げを望み、ニミッツ提督に対して在曰沖縄人を受け入れるよう繰り返し要

請した。ニミッツは、当然ながら、食料と住居の不足を理由に受け入れを拒否し続け

た。海軍が沖縄を統治している限り、マッカーサーは沖縄出身者の引き揚げによって

曰本本土の占領の負担を軽減することはできなかった。しかし1946年７月１曰に陸軍

が沖縄の軍政を担当すると、マッカーサーは急いで太平洋陸軍司令部に会議を招集し

た。

曰本本土から沖縄への引き揚げが決定すると、連合軍司令部は曰本政府に対し、つぎのこ

とを指示する(5,)。

ａ、６曰間の検疫期間に、受け入れのための全ての施設において、琉球に帰る全ての

引揚者に必要な検査、予防接種そして種痘を施す。

ｂ、病人や障害者を含むグループを引揚げ期間の後のほうにもってくるように予定し、

また全ての引揚者を家族グループに分離する。

ｃ、各自の引揚者は出発する前に徹底的な審査をし、各自、下記の』情報（名前・年齢・

性別・家族グループの人数・村・島・職業・英語を話せるか－筆者注）を含む札を付け

る。
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引き揚げ地・久場崎港（ブラウンビーチ）

とインヌミ（キャステロ）

図４
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到着人員の荷物は、個人の荷物が250パウンドまで（この限度は、後に輸送状況

が改善されたのでさらに増えた)。

においては、引き揚げ者受け入れのための久場崎収容所（現中城村宇久場）とイン

．．

沖縄当地においては、引き揚げ者受け入れのための久場崎収容所（現中城村宇久場）とイン

ヌミ収容所（現沖縄市字高原）を設置し、つぎのような詳細な取り扱い規定を作成する(52)。

ａ、それぞれの船は、アメリカの水上輸送機関と医療職員によって、検査を受けるこ

と。彼らは、積荷をおろす許可を出す前に、船の書類と引揚者の健康状態をチェッ

クすること。

ｂ、引揚者は、用意された名簿より家族単位に名前が呼ばれ、上陸すること。

ｃ、全ての引揚者に対する身体検査とＤＤＴの塗布、また必要があれば医療治療を上陸

の際に行うこと。

ｄ・引揚者はムラ（村）ごとに分けられ、指定されたムラグループに移動させる。そ

れは指示によって示される。

ｅ、ムラ（村）グループは、一時的に宿泊施設を割りあてられ、またその中において

およそ100人の小群（サブグループ）に分ける。グループごとに班長を使命し、

収容所スタッフとグループ、家族グループの関係が円滑に保てるよう、まとめ役

になってもらう。
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ｆ統合キャンプにおける食糧の供給および調理は、決められたスタッフが責任をもっ

て行なう。食事は大きな鍋で収容所スタッフによって作られる。台所は沖縄式に

よって用意する。食事はグループの班長の責任によって、引揚者に配給すること。

ｇ、登録と記録（班）は全ての引揚者の'情報を集める。これからの情報は、過去、色々

な技能、職種、職業などによって将来の住居などへの割り当てを決定する。それ

ら全ての調査書類は軍政府に保管される。

連合軍司令部による曰本政府への指示、沖縄における徹底した受け入れ体制の下、４６年８

月17曰、引き揚げ者第一陣556人が久場崎に到着する。以後、引き揚げ者は増加、翌47年末

までに当時の沖縄県人口の過半数にあたる17万3483人に達し、４９年２月にようやくゼロとな

る(53)。問題となったのは、引き揚げ者のための衣料、医療、住居、とくに食糧の供給にあっ

た。このことについてアーノルドＧ、フィッシュ二世は、『琉球列島の軍政1945-1950』

で、こう展開する。「軍政府は、曰本の極東軍司令部から送られてきた食料や木材によって

支えられた大規模な救済計画によってこのニーズを満たすことができた。軍政府が琉球の社

会的復興に全力を投入できたのは、多くの引き揚げ者の受け入れからくるインパクトを処理

し終わった後であった｣(５４)と。

ここで、先島の宮古島と石垣島の状況をみることにする。宮古島と石垣島への引き揚げ者

は主に台湾からであった。戦時中、台湾への疎開は縁故者を頼った「有縁故疎開」と曰本政

府によって強制的に疎開させられた「無縁故疎開」があった。1945年９月末現在の『沖縄県

疎開者調』によると(55)、「無縁故疎開」者は8570人で、市郡別では宮古郡の4892人がトップ、

第２位は八重山郡の2171人である。この数値を裏付けるかのように、４５年11月、当時の平良

町長．石原雅太郎は、つぎの嘆願書を占領軍最高司令官あてに送っている(56)。

……空襲から身を防ぐため、台湾へ行った住民が八○○○人います。彼らは中国疎開

の後、暗い生活を送っており、帰りを待ちわびています。五○人から八○人は小型船

で運ばれますが、十二月から三月まで海はしけるので、そんな小型船では人々を運ぶ

ことは不可能です。

さて、私は台湾の基隆で、焼けた家の側であたかも乞食のように、船を待ちながら

暗い生活を送っている何百人の人々を知っています。台湾に残された多くの孤独な

人々は、役人たちがこれまで面倒を見てきたのと同様なことを受けないために乞食に

なっていくことでありましょう。それは、’憐れなことです。

さらに、曰本本土九州に六○○人ほどの人びとがいます。日本兵を運ぶために宮古

にやってくる空の船舶を使って、彼らを帰らせるようお願い致します。曰本兵がすぐ

に帰るならばうれしく思います。曰本兵の帰還は、ここの食糧問題と密接な関わりを

もっているのです。

どうか、問題解決へ十分なるご配慮のほどを。

この石原町長の嘆願書に対し、沖縄本島米軍政府からの返答であるが、すでに奄美群島と

先島群島には調査団を送っており、その目的は「軍政府の設置に加えて、一般住民が人間的

に最小限度必要とする食糧、医療用品及び診療、住宅、それに治安が米国の統治国に対して

施す政策とある程度矛盾しないように整備することである｣(57)とし、「宮古郡では、数回にわ

たって公式の調査が軍政府司令官によってすでに実施されており、食糧が六万人の島の住人

にとって主要な問題である。一方、残留者は曰に二度の食事でどうにかやっている。さらに
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宮古の運営上で大きな問題は、二五、○○○人もの曰本の兵隊の存在である。これらの軍隊

は正式に降服し武装解除されているが、彼らは貴重な食糧を消費し、さらに普段作付される

土地に居座っている｣(58)、というもので、引き揚げ者については何ら触れていない(59)。

台湾から石垣島への引き揚げは、どうだったのか。2008年８月現在、石垣市字石垣在住の

石垣英和の興味深い事例をみることでその一端を垣間見る。石垣英和は、『台湾沖縄同郷連

合会』(60)が発行した証明書を保管しており、そこには本籍・台湾の住所・氏名が書かれ「右

之者沖縄籍民タルコトヲ証ス」とあり、引き揚げを待つ本土出身者と沖縄出身者を区別する

ために発行されたものとみられる。本土出身者の引き揚げは、1946年２月にはじまったが、

沖縄出身者の引き揚げは在沖縄米軍の許可を得なければならず、本格化するのは10月になっ

てからであった。石垣家は46年４月に宮古経由で石垣へ引き揚げ(61)、郷里でのあらたな生活

をはじめるのであった。

６密貿易と闇市場の活況

沖縄戦による生産施設の破壊、流通網の寸断、米軍政府による貿易の統制、飢餓と混乱の

中で、生きていくためにはじまったのが、密貿易であり。重要な中継地となったのが、与那

国島の久部良港であった。

沖縄本島から与那国島へ持ち込まれた物資は、マラリアの特効薬であるキニーネなどの薬

品、タイヤ、生ゴム、ＨＢＴ（HerringboneBlouseandTrousers、米軍服)、化粧品など多

種多様にのぼった。これらの物資が台湾から奔流のように流れ込んできた米、砂糖、サッカ

リン、北海道の海産物と物々交換された(62)。曰本人、沖縄人、台湾人が物資の取引のために

久部良港に集まった。物資の運搬には突船と呼ばれた５～７トン級の漁船が動員された。荷

役の労働者は地元ではカバーできず、石垣島、宮古島、多良間島から入ってきた。賃金は、

日本円、Ｂ型円軍票、台湾円で支払われ、島では充分に流通したという(63)。

密貿易がはじまった1946年頃の与那国島は、人口1000人ほどの小さな島であった。密貿易

時代に１万5000人にふくれあがり、４７年には「村」から「町」に昇格した。一島一町の島が

与那国島である。沖縄本島や周辺離島が米軍物資の配給で露命をつないでいたころ、久部良

港には、曰本本土・沖縄本島・宮古島・石垣島・香港・台湾から20～200トン級の船が100隻

近くも終結し、活況を呈した。荷揚げ、積み込み作業でせわしく動き回り、港は夜でも米軍

流出の発動機で昼のように明るく、170件もあった料亭は夜を徹してのドンチャン騒ぎで不

夜城と化したのであった(64)。

沖縄本島では、糸満港と知念村の久高島が密貿易港で、密貿易のルートには、「図６密

貿易の主なルートおよび品目」でみるように、台湾ルート香港ルート曰本ルートの三大

ルートがあった(65)。

台湾ルートからは米・砂糖・ビーフンなどの食糧品、ポンカン酒・ビールなどのアルコー

ル類、バナナ・スモモなどの果物類、自転車、’懐中電灯、電池など。

香港ルートからは米・メリケン粉・砂糖・ミルク・アメ玉・タケノコ・カンピョウ・モヤ

シ・大豆・赤豆・小豆などの食糧品、万年筆、時計、ペニシリン・マイシンなどの薬品類。

曰本ルートからはセトモノ類、各種材木・ノコギリ・カンナ・ノミなどの建築道具、学用

品、蓄音機、レコード食糧品、生地類など。
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密貿易の中心地・与那国島久部良港図５
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とにかく、生活にかかわるあらゆる物資が台湾・香港・曰本のルートを通して沖縄へと流

れ込み、住民の生活を支えたのである。

沖縄からは薬キョウ・真鐡・銅・鉛・銃器類・火薬・ガソリン・石油・古タイヤ・自動車

部品など米軍人による横流し物資、住民による戦果（米軍兵士の目をかすめて米軍物資を盗み取

る行為一筆者注）品が、逆のルートで流れた(66)。

ここで、戦後最初の久部良青年団長をつとめた当時26歳の伊盛時雄、サイパンから九死に

一生をえて沖縄本島糸満に引き揚げてきた当時34歳の金城カネ、の証言を聞くことにより、

密貿易を追体験することにしたい。

伊盛時雄の証言

昭和二一年に、－度だけ与那国にも米軍の救援物資が届いたことがある。米軍が立

ち合って、米も何十袋か運び込まれた。しかしそれは－時しのぎで、その後も与那国

は食糧難でどうにもならなかった。その後、台湾から密貿易のために何度か船が八重

山にきたんだが、八重山では議員の意見が対立したまま、台湾の船は寄せつけないと

いうことになった。そこでわしは、与那国に闇船を入れることにきめた。これは政治

問題じゃない、久部良の部落民が生きるために必要なことだ、青年団が結束すれば警

察を抑えることができる、とわしは考えた。そして台湾の闇船を久部良港に入れた。

最初は全く目立たなかったんだが、漁師の口から糸満の漁師の耳に入り、やがて沖

縄本島から米軍物資が運ばれてくるようになった。また台湾船はつぎつぎと情報を入

れて、どんどんやって来るようになった。－ヵ月もしないうちに、与那国は闇貿易の
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基地になって行った。

闇取引は夜中のうちに行なわれた。久部良港からはみ出して、闇船は曰によっては

百隻余りも集まった。内地からも密航船がやってきた。内地からは主に建築材が運ば

れた。沖縄本島からは、洋服生地、オーバーや将校服、米軍の曰用雑貨品、ドラム缶

に入った石油などだった。台湾からは、米、お茶、食用油、ざらめ砂糖、薬品などだっ

た。

それらの物資はほとんど物々交換だったんだが、Ｂ円で現金取引も行なわれた。与

那国や八重山の船は、七トンか八トンの船だが、沖縄からは三十トン四十トン、内地

や台湾からは百トン前後の船がやってきた。船主と乗組員の他に、ブローカーや労務

者がどんどんやってきた。ブローカーは糸満出身の女たちが多かった。労務者は各地

からやってきたが、主に宮古の出身者が多かった(67)。

金城カネの証言

……夫は、米軍から船艇を払い下げてもらい、カツオ漁に出た。私の方は、まき売

りを始めた。新規まき直しがスタートしたのである。

まきは伊平屋から運ばれてきた。ついでに米や芋を持って来て、衣類と交換してき

てくれと頼む。一方本島各地からは、本土引き揚げ者が衣類を持って食糧を捜しに来

る。お互いにないものを交換し合ったら助かると思い、物々交換の仕事を始めた。そ

して次第に、密貿易の品物も扱うようになった。

当時の糸満は、台湾や香港との密貿易の物資集散地となっていた。金のある四、五

人が組んでヤミ船をチャーターし、沖縄から薬きょうなどの基地物資を運ぶ。その帰

りに小麦粉や砂糖などの食糧を、山と積んで来る。そして私の所に「売りさばいてく

れ」と持ってくるのだった。このヤミ物資を買いに来るのは、那覇の商売人。船が入

ると、どっと押しかけてきた。

あのころの商売人は、多かれ少なかれ密貿易に関係していた。極端な物資不足の時

代で、住民の生活も経済も密貿易で成り立っているのだから、警察も見て見ぬふり。

戦後、沖縄の住民が生きのびてこれたのも、また経済復興の基礎が作られたのも、密

貿易があったからだと今でも思う(68)。

沖縄民政府の民警察部長であった仲村兼信は、こう回想する。「現実の社会は、米軍物資

以外の生活物資が市場に流通しており、それで住民が飢えをしのいでいる客観的事実が厳然

と横たわっている。だから、米軍の命令通りに取締っていたら、沖縄住民の命綱を断ち切っ

てしまうことになるのである。民警察としては、米軍から証拠をつきつけられたものは取締っ

ていたが、それ以外は自発的に厳重取締りということはやらなかった。ある曰、スキューズ

部長（米軍政府保安部長ポール.Ｈ・スキューズー筆者注）に呼び出されて、ホワイトビーチか

ら駆逐艦に乗せられて与那国の密貿易状況を視察につれて行かれることになった。『困った

な」と思ったが、命令に従うほかはない。与那国に着くと、密貿易船らしい船がたくさんあ

り、料亭、映画館が林立し、札束も乱れとび、手のつけられる状態ではなかった。帰りの船

中で、スキューズ部長は、「ああいう状況だから密貿易を取締らなければならない。与那国

の警察にもしっかり命令して取締りさせなさい』と言ったが、私はあえて命令は出さなかっ

た｣(69)、と。

隆盛を極めた密貿易であったが、「ヤミ船で薬きょうや鉛などがマカオ、香港経由で毛沢
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図６密貿易の主なルートおよび品目

:::台湾::：

::香港

①台湾→与那国島：米、砂糖、サッカリン、北海道の海産物

②沖縄本島→与那国島:キニーネなどの薬品､タイヤ､生ゴム､ジープ､モーター､毛布､HBT､キャ

ラコ生地、オーバー、石油、ケロシン、マシン油、薬キョウ、麻薬、化粧品

③台湾→沖縄本島:米、砂糖、茶、ピーフン（米粉)、アメ玉、くん製品、ポンカン酒、ビール、
バナナ、スモモ、自転車（タイヤ、チューブ)､懐中電灯､電池、ライター、ライター石､ナベ、

マージャンパイ、ズック、マッチ、各種化粧品、タバコ（台湾製)、アルコール、ペニシリン、
モルヒネ

④沖縄本島→台湾：薬キョウ、真鐡、銅、鉛、銃器類、火薬、ガソリン、生ゴム、古タイヤ、

自動車部品、クローム、HBT(アメリカ軍服)、カーキー服、ラシャ被服、オーバー、毛布、

野戦用折りたたみ式ベッド、タバコ（米国製)、サッカリン、モルヒネ、薬品類（サントニン、
ダイヤジン、チアドール、アテブリン）

⑤香港→沖縄本島：米、メリケン粉、砂糖、ミルク、アメ玉、タケノコ、カンピョウ、モヤシ

大豆、赤豆、アズキ、ビール、茶、種油、洋服生地、背広、反物、子供シャツ、Ｔシャツ、

ジャンパー、靴下、靴（英国製、香港製)、ピニールバンド、懐中電灯、電球、電池、万年筆、
時計、石鹸、金の指輪、化粧品類（ポマード、口紅等)、「ドル紙幣｣、ライター、ライター石、
ガラス、ペニシリン、マイシン、麻薬、覚せい剤（ヒロポン、スロスタン、ホスピタン、ネ
オパミン）

⑥沖縄本島→香港：薬キョウ、真楡、銅、アルミぐず、鉛、軍用タイヤ、石油、ガソリン、銃

器類、弾薬

⑦曰本→沖縄本島：セトモノ類、各種材木、自転車、ミシン、ノコギリ、カンナ、ノミ、フラ

イパン、パラソル、玩具類、エンピツ、ソロバン、紙類、書籍類、蓄音機、レコード、マッ

チ､蚊取線香、ミソ、ショーユ、ソーメン、カンピョウ、千切大根、コンブ、タクアン、アラレ、

アズキ、モチ米、ミカン、リンゴ、酢酸、生地類

⑧沖縄本島→曰本：薬キョウ、真鐡、銅、砂糖、アルコール、海人草、「ドル紙幣｣、カーキー

服、ラシャズボン、HBT、タバコ（米国製)、時計、牛皮

出所：琉球新報社編『ことばにみる沖縄戦後史①』（ニライ社、1992年）３７頁、石原昌家『空白の沖縄社会史』

（晩聲社、2000年）316～317頁、より作成。
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東の中国に渡るようになってから」(70)、米軍政府による取り締まりが強化され姿を消してい

くのであった。だが、忘れてはならないのは、密貿易がゼロから出発せざるをえなかった沖

縄の人たちの生きる術であり、たくましさであったということである。

つぎに、密貿易と密接に結びついて住民の生活を支えた闇市場の登場と活況をみる。１９４６

年４月15曰の貨幣経済の復活、同年５月１日の賃金制度の発足後も、依然として沖縄の生産

機構・流通機構は復興できないままの状態であった。食糧のおよそ８割は米軍政府が低廉で

補給し、残りの２割は島内生産品で充当することになっていた(7ｎｏだが、商業は認められて

いなかったため、米軍政府は島内生産品にたいしても公定価格の設定策に打って出る。それ

が46年５月16日に公布された米国海軍軍政府指令第９号「最高価格」であった(72)。それによ

ると「何人もこの表記載の最高価格より以上に、いかなる金額もこれを請求し、領収し、又

は支払ってはならない」（第２項)、「この命令の規定に違反した者は、特別軍事裁判所又は

簡易裁判所の有罪判決により、罰金又は禁固、若しくはその両刑、若しくは同裁判所の決定

する他の刑に処せられる」（第３項)、として価格を厳しく取り締まるのである。しかしなが

ら島内生産品にたいする価格統制は、極度の物資欠乏の中で完全な失敗に終わるが、それは

価格を守らず必死で生活する住民からすれば、至極当然の帰結であった。

「最高価格」が設定された５か月後の46年10月25曰、米軍政府は琉球列島米国軍政府本部
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指令第14号をもって「琉球列島貿易庁」を開設する(73)。その目的であるが、「琉球列島貿易

庁は琉球列島全域の全住民の為、同域に於ける合法的貿易を復興し以て食糧貿易品及び其の

他の生産物のより一層の公正なる配分及び経済安定の確立を図るを以てその目的とす、各貿

易品に対する琉球列島内の需要充足の上は漸次外国貿易を考究し之が促進をなすものとす」

るもので、罰則として「離島間の貿易及び（若くは）商業に従事する個人又は企業団体にし

て違法商行為、闇取引又は其の他の脱法行為により故意に本指令の精神を無視する者は之を

裁判に訴うるものとし、有罪を宣せらるるに於ては刑罰及び財産の没収を受くくし」と、規

定する。だが、厳しい罰則の規定にもかかわらず、住民は生きるがために必死で、1946年度

における米軍政府の布告違反による検挙者数は、経済内令違反（価格違反）が388人、軍需

品不当所持が307人、銃器爆発物其他不当所持が135人にのぼったが、おそらくその数は氷山

の一角であったに違いない(74)。

1946年頃から沖縄本島那覇市開南付近にテント小屋が立ち並ぶようにない自然発生的に

闇市場が登場するようになる(75)。闇市場の主役は、沖縄戦ですべてを失い、戦争で夫や男の

子を失い、生き延びた子供たちを抱え、必死で生きていかなければならない女たちであった。

当時ここで商いをしていた金城きよは、こう語る。「ここに戦争で夫を失ったり、男の子を

死なしたりした女や、また夫の収入では生活できない生活に困った女の人たちがなんという

ことなく集まって商売をはじめたんです｣(76)。

闇市場に並ぶ品々は、台湾ルート、香港ルート曰本ルートを通して入ってくる米・砂糖・

メリケン粉・大豆などの食糧品、酒類、曰用雑貨などの密貿易品、米軍基地からの横流し物

資、米軍兵士の目をかすめて盗み取った石鹸、タバコ、チューインガム、衣類、建築資材な

どの戦果品であった。運び屋が持ち込んできた品を奪い合うように手に入れると、みずから

の才覚によってしたたかな商売をするのである。闇市場では、アメリカ製タバコが最も威力

を発揮した。米軍兵士も水筒一杯の泡盛をタバコ１ボールと交換するほどであったという。

英語の読めない女性たちは、包装のデザインによって愛称をつけた。赤い丸のあるラッキー．

ストライクを「アカダマ｣、ラクダの絵のあるキャメルを「鹿グァ｣、これといった特徴のな

いフイリップ．モリスを「黒ん坊」とよび、全琉的にひろまったというが、黒人の前では

｢黒ん坊」とよぶのは避けていた(77)。

「戦後」のどさくさで仕事があるわけでもなく、灰儘に帰した土地で作物が作れるわけで

もない。このような状況の中で、米軍の豊富な物資は、法を犯してまでも売買したいほど魅

力的であった。米軍政府によって任命された民警察官や憲兵は、闇市場を抜き打ち的に手入

れし、米軍物資とおもわれるものは片っ端から押収、出所を追及した。この時の様子を平良

マウシは、つぎのように生々しく語る。「密造酒を造ったり、闇物資（衣類が主）を売って

いたさ～･背中に赤ん坊をおぶって、荷をチブルにカミテ（頭に乗せて－筆者注）商売して歩

いたよ～｣。「闇物資をカミテ明治橋を渡っていると、突然“こらっ”てＭＰに声掛けられて、

ドキドキしたさ～・奥武山から海に飛び込んで￣生懸命逃げたよ～｣(78)。

沖縄の女たちはめげなかった。ここでの「商い」にたいする闘いは、生活を守るための必

死の闘いでもあったからである。
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頁。

「琉球人引揚げ計画の最終報告」（沖縄市企画部平和文化振興課編『インヌミから５０年目の証言』沖縄市

役所、1995年、所収）200頁。

同上、198～199頁。

『沖縄県史資料編１４琉球列島の軍政1945-1950現代２（和訳編)』（沖縄県教育委員会、2002年）８５

頁。

同上、８５～86頁。

『八重山毎日新聞』（2007年６月18日付)。
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『平良市史第六巻資料編４戦後資料集成』（平良市教育委員会、1985年）３頁。

同上、３～４頁。

同上、４頁。

聞き書き調査によると、引き揚げ者についての資料はあったであろうが、1959年９月の「宮古島台風」によっ

てほとんどの資料が吹き飛ばされ、詳細は不明という。

敗戦後、台湾在住の沖縄県出身者が結成し、救援および引き揚げについて中華民国政府との交渉など中心的

な役割を果たした。

『八重山毎日新聞』2008年８月14日付。

琉球新報社編『ことばに見る沖縄戦後史①』（ニライ社、1992年）３７頁。

大浦太郎『密貿易島』（沖縄タイムス社、2002年）１４頁。

琉球新報社編『ことばに見る沖縄戦後史①』（ニライ社、1992年）３７頁。

大浦太郎『密貿易島」（沖縄タイムス社、2002年）１４頁。

石原昌家『空白の沖縄社会史』（晩聲社、2000年）316～317頁。

同上。

伊盛時雄「密貿易の基地『与那国』」（那覇市企画部市史編集室編発行『沖縄の働突市民の戦時戦後体験記

２戦後・海外篇、1981年）213頁。

金城カネ「私の戦後史」（沖縄タイムス社編発行『私の戦後史第５集』（1981年）232頁。

仲村兼信編発行『沖縄警察とともに」（1983年）８６～87頁。

譜久嶺昇「米軍に消された密貿易」（那覇市企画部市史編集室編発行『沖縄の働突市民の戦時戦後体験記

２戦後・海外篇、1981年）214頁。

沖縄朝日新聞社編『沖縄大観』（日本通信社、1953年）６０頁。

『アメリカの沖縄統治関係法規総覧（Ⅳ)』（月刊沖縄社、1983年）138頁。

同前、222頁。

沖縄朝日新聞社編『沖縄大観』（日本通信社、1953年）３４頁。

『アメリカ世一の10年沖縄戦後写真史』（月刊沖縄社、1979年）３４頁。

金城きよ「ガーブ川市場の抵抗」（日本教職員組合・沖縄教職員会共編『沖縄の母親たちその生活の記録』、

合同出版、1968年）191頁。

『アメリカ世一の10年沖縄戦後写真史』（月刊沖縄社、1979年）３４頁。

仲本しのぶ「戦後沖縄の女たち」（那覇出版社編集部編『写真集沖縄戦後史』那覇出版社、1986年）311頁。
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